
防 犯 ニ ュ ー ス
に気をつけて！！

･･･「買い取ります。」と勧誘電話。必要なければ断ろう！！

･･･家に上げない！！居座るようなら110番通報！！

･･･「とりあえず見せて。」は要注意！！

･･･リサイクル業(古物商)の許可証を確認する！！
※ 古物商には、許可証の携帯が義務づけられています。

県下において、悪質な訪問購入業者が、

などと言って、不意に一般のお宅に押し掛け、家の中へ上が
り込み、貴金属・着物等をその場で査定後、強引に安価な値
段で買い取り、トラブルに発展しています。
これら業者に対しては、家の中で査定中、家主が目を離し

た隙に貴金属等を盗まれたとの相談・被害が寄せられている
ケースもあるのでご注意ください。

高値で買い取らせていただきます。

発 行

不要な貴金属はありませんか？？

売却後、契約書面を受領した日から起算して「 」 を経過
するまでの間、クーリングオフは可能です。
原則として、全ての物品が対象ですが、以下の物は除外されてい

ます。
自動車(二輪のものを除く。)

家電(携行が容易なものを除く。)

家具、書籍、有価証券、ＣＤ・ＤＶＤ類

最 寄 り 警 察 署 の 生 活 安 全 課

又 は

ヤ ミ 金 融 ・ 悪 質 商 法 1 1 0 番 0 7 8 - 3 7 1 - 9 1 1 0

兵庫県警察本部生活安全部

生活経済課


